
Created by Wataru Nishino 06/11/06 
 
 

今年で終了か事業用資産の買換え特例 
 

今年も残すところあと２ヶ月をきりました。これから来年度の税制改正の議論が活発になり、
１２月中旬には「税制改正大綱」が発表されます。事業用の不動産を所有している人にとって注
目されるのは、今年末で適用期限が終了する「事業用資産の買換え特例」が延長されるかどうか
です。そこで今回は、この特例につき、改めて概要と活用事例をご紹介します。 
 
1.事業用資産の買換え特例(１５号)の概要 

個人が長期所有の不動産を売却した場合に、通常譲渡益に対して２０％の税率で所得税・
住民税が課税されますが、譲渡代金を一定の事業用資産の買換えに充てた場合には、譲渡益
に対する税金を最大１/５に軽減して課税を繰り延べ、買換えを税制面から促進させようと
する制度です。数ある買換え特例制度の中で今回期限切れとなるのが15号買換えといって、
適用範囲が広く、一番使い勝手がいいものです。 
 

２．主な適用要件 
(1)譲渡資産の範囲 

① 国内にある店舗・工場・事務所・農地などの事業用不動産等であること 
 事業と称するに至らない不動産の貸付で、相当の対価を得て(赤字は原則ダメ)継続的
に行う(一時貸付はダメ)ものの用に供されている不動産等含む 

② 譲渡の年１月１日において、所有期間が１０年を超えていること 
③ 譲渡が平成１８年１２月３１日までに行われること 

(2)買換え資産の範囲 
① 国内にある事業用資産に該当すること(譲渡資産の事業用資産に準ずる) 
事業用資産には不動産等に加えて機械装置も含む 

② 買換え資産の取得時期は、原則譲渡した年の前年から翌年末までの間に限る 
③ 買換えした土地の面積は譲渡した土地の面積の原則5倍以内であること(5倍を超え
る場合は、超える部分は通常課税)  

 
３．税額計算事例 

 (1)前提条件 
 譲渡資産の譲渡価額1億円、 取得価額1000万円 、 買換資産の取得価額１億円  
 (2)譲渡による税額計算 
 (１億円×20%)－(1000万円×20%)＝1800万円(課税対象所得金額) 
 1800万円×20%＝360万円(譲渡による税額)  
 ※特例適用なしの場合の税額 1800万円(特例の5倍) 
 

４．不採算の不動産から収益力のある不動産への買換え事例 
   （売却土地の例）       （購入物件の例） 

・他人に貸している土地(貸地)  ・制度融資が受けられる賃貸マンション、アパート 
・古貸家、古アパート敷地  ・保証金が得られるロードサイドの店舗、クリニック 
・駐車場敷地     ・高利回りの中古物件 
・店舗、工場の敷地、農地  ・高利回りのマンンション、オフィス  

他にも効果として、①相続税対策、②収入の子供への効率的な分配、③遺産相続争いの防止、
④不動産の維持管理の容易性、⑤自己資金充当によるリスク軽減、なども期待できます。 

   
上記は現行税制に基づき適用されるもので、詳細な適用要件が必要です。実施に当たっては専門家にご相談の

上、ご自身の責任で実施いただきますようご留意願います。 
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